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詳細は、今月号同封のリーフレットをご覧ください！

（宅建試験の一般合格率：17.0％）

充実のフォロー体制

わかりやすい教材・授業

安心の会員価格

講義を欠席されても、時間・場所を問わず、Web講座を受講頂けます。

講座終了時のアンケートで７割を超える受講生が「わかりやすい」と回答！

受講料・テキスト代・模試3回・Web講義、全部込みの会員特別価格！

ご受講のメリット

宅建取引士試験対策講座
20２０年度

受講生募集
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　 判例解説と実務上のポイント　～たくっちの実務ノート～
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九州本島の面積を超える所有者不明の土地

　被相続人が亡くなった後、土地の相続人が登記簿上の名義を書き換えない
まま放置する事例が増えています。
　その中でも多いのが、あまりメリットを感じないような土地。手間をかけ、
登記費用を支払ってまで相続したくないという声が多く出ているようです。し
かし、所有者不明の土地は放置土地となってさまざまな問題を生み出します。
　そこで、法制審議会は、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務
付ける原案を策定。登記を管轄している法務省は2020年秋の臨時国会に、
民法や不動産登記法の改正案の提出をめざしています。

代表的な改正ポイントは以下の3つ。放置土地の減少や土地有効活用が狙いです。「所有者不明の土地」の減少を目指して。
  土地相続登記が義務化へ

　「所有者不明の土地」とは、“不動産登記簿等の所有者台帳に
より、所有者が直ちに判明しない、もしくは判明しても所有者
に連絡がつかない土地”のことです。「所有者不明土地問題研
究会」の推計（2016年時点）では、所有者不明の土地は全国に
約410万ヘクタールあるとされ、九州本島の面積である約370
万ヘクタールを上回っている状況です。
　所有者不明の土地は、円滑な不動産取引を妨げる要因となり
ます。放置されたままの状態が続けば、周辺環境に悪影響を与
えるだけでなく、都市部にある場合は、再開発の遅れにもつな
がってしまうことも問題点と言えるでしょう。

 約370万ヘクタール 約410万ヘクタール

所有者不明の土地対策、3つのポイント

“利用価値がない”と思われるような所有者不明の土地でも、収益につながる可能性はあります。
うまく機能すれば、放置土地の増加に歯止めがかかり、土地活用が進むことでしょう。

新たな「所有者不明の土地」の発生を防ぐために。
相続登記を義務化・簡素化

　相続登記を義務化することで、所有者不明の土地の減少を目指すことが
目的です。また、被相続人の死亡が証明できる書類のほか、自分が相続人
の一人であれば全員がそろわなくても登記できるようになります。
　手続きを簡素化する代わりに、被相続人の死亡後、一定期間のうちに登
記しなければ罰金が科せられることに。「10万円以下」や「5万円以下」といっ
た案が検討されています。

　現状は法的な期限がない遺産分割の協議。期限がないせいで協議を先延
ばしにし、結果的に何世代も相続登記をしていない「数次相続」につながって
しまうケースが散見されています。「数次相続」になると相続人が増えて手続
きがより煩雑になるため、所有者不明になっている放置土地が増えてしまって
いました。
　これらを解消するために、改正原案には期限が10年と盛り込まれていま
す。また、相続開始から10年で協議や申し立てがなければ法定相続分に従っ
て分割されることも記載されています。

再開発や道路の整備など土地の有効活用へ。
土地所有権を放棄する制度を創設

　現在の民法では土地所有権の放棄は認められていません。なぜなら、放
棄を認めることで課税逃れや管理費用を国に転嫁しようという人がでてくる
可能性があるためです。
　改正原案には「“所有を巡って争いが起こっておらず、管理も容易にできる”
という条件にかなっていれば、土地所有権の放棄が可能」と明記されていま
す。放棄地をいったん国に帰属させ、地方自治体が希望すれば取得できる
仕組みを検討中。これによって、再開発や道路の整備など、土地の有効活
用につなげるのが狙いです。ただし、法人は放棄が認められていないので
注意が必要です。

期限内に遺産分割が進むよう、
遺産分割協議は相続から10年までに

九州本島 所有者不明の土地
※掲載の内容は2019年12月現在のものです。
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1-2 …  特集「“所有者不明の土地”の減少を目指して
土地相続登記が義務化へ」

3 …  information
4 …  たくっちマガジン読者アンケートを実施しました
5 …  会長　年頭のごあいさつ
6 …  大阪府知事　年頭のごあいさつ

7-8 …  第３回不動産業務研修会
9 …  業務フォローアップ講習

10 …  宅地建物取引業人権推進員「養成講座」
11 …  苦情申出処理報告書･苦情解決申出処理集計表、

相談受付件数
12 …  業界の「いま」を知る！　大阪宅建☆ハイライト

13-16 …  判例解説と実務上のポイント
～たくっちの実務ノート～

16 … 会員限定　弁護士による無料法律相談
16 …  訃報

17-18 …  大阪宅建協会主催･協賛のスポーツ大会　
観戦者募集

18 …  名探偵たくっち　～ナンバープレースの謎～
19 …  (取引士センター）講演会開催
20 …  不動産流通関連サイトのお知らせ
20 …  大阪をひとめぐり　どこっち？たくっち！

裏表紙 … 宅建取引士試験対策講座　受講生募集

   information
大阪の商習慣対応！大阪宅建版売買書式を提供しています

大阪宅建版売買書式（重説・契約書等）　ダウンロードはこちらから
https://www.osaka-takken.or.jp/members/download/dl_01/ （要ログイン）

　大阪宅建協会では、皆さまの業務にお
役立ていただくため、全国統一の全宅連
の売買書式(重説・契約書等)を“大阪の商
習慣”に対応させてご提供しています。

　より具体的な項目・条項が追加された
ことで、お客様へのご説明もわかりやす
さがアップ！

　令和２年４月の民法改正に対応した書
式の公開については、詳細が決定次第、
大阪宅建Webサイトや本誌にてご案内い
たします。

 　  大阪宅建版売買書式のポイント

☆供託所等に関する説明が、“大阪宅建会員”仕様で入力済み(重説)
☆固定資産税・都市計画税精算金の起算日や所有権移転登記の登録免許税の負担割合が大阪の商習慣に適応
　 　(重説・契約書)　
☆基本的な特約条項が初期入力(契約書)

大阪宅建版売買書式に関するお問合せは・・・
操作方法に関すること　　　　　　法務部（06-6941-8197）
内容に関するご質問・お問合せ　　不動産無料相談室(0570-783-810)

 　  大阪宅建版売買書式のポイント 　  大阪宅建版売買書式のポイント
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たくっちマガジン読者アンケートを実施しました

読者アンケートの結果をピックアップしてご紹介☆ご協力ありがとうございました‼

実務に役立つ記事が

多いっち☆ 

皆さんとても 

勉強熱心っち！！！ 

読者アンケートの結果をピックアップ☆ご協力ありがとうございました！！ 

期間 令和元年 9 月 25 日（水）～10 月 31 日（木）〔37 日間〕   

対象 会員・従業者・たくっちマガジンを閲読する一般消費者 

方法 大阪宅建 Web 内アンケートフォーム / 会員事務所あて FAX / 支部評議員会等 

回答 161 名（Web：35 名／FAX：79 名／支部：47 名） 

備考  記名回答者の中から、抽選で 10 名にクオカード 500 円券をプレゼント（発送済み） 

 

☆あなたは 

 

を読んで 

いますか？ 

 

毎号読んでいる          93 名（57.8％） 

気になる記事がある時のみ読む 55 名（34.2％） 

今回はじめて読んだ        4 名  （2.5％） 

読んでいない             9 名  （5.6％） 

読む理由                  

判例や Q＆A が業務の参考になる    

協会の活動に理解を深めたい       

上司の勧めで・社内回覧している     

 

読まない理由 

多忙で読む余裕がない 

         読む必要性を感じない 

存在を知らなかった 

 

ちなみに！    昨年度までの発行の広報誌「TOMORROW OSAKA」は 

お読みいただいていましたか？ 

毎号読んでいた                79 名（50.6％） 

気になる記事がある時のみ読む     61 名（39.1％） 

本年度入会した                 4 名 （2.6％） 
読んでいなかった              12 名 （7.7％）    

 

☆関心をお持ちの記事 BEST5 

第１位 「たくっちの実務ノート 最近の判例から」（96 名） 

第２位 「たくっちの実務ノート 不動産 Q&A」（84 名） 

第３位 「各種研修会・セミナーのご案内」（57 名） 

第４位 「特集 不動産コラム」（47 名） 

第５位 「特集 O・O・SA・KA タウン情報」（44 名） 

 

☆今後取り上げてほしいテーマ、ご意見など 

改正民法特集／トラブル紛争事例と解決法／不動産を所有するメリット／判例の紹介と解説／税制解説 

地域情報・街づくりの情報／会員サークルの紹介／物件調査の方法／不動産売買動向／高齢化に伴う不動産

事情の変化／異業種ビジネスの成功例／業務に役立つスマホアプリの紹介／業界における電子マネー活用法 

������� 名探偵たくっちの謎が難しくなってきて楽しい 

🎤🎤🎤🎤 たくっちの実務ノートをスクラップして勉強しています！ 

🎤🎤🎤🎤 カラーになって読みやすくなった 

 

皆さまからいただいたご意見、ご要望をより良い広報誌づくりに活かしてまいります！ 

たくっちマガジン読者アンケート 実施結果のご報告 

 

5 年前までの広報誌が 

読めるっち🎵🎵🎵🎵 

キーワードで検索も♪ 

「たくっち」…と 

目指せ 

スキルアップ 

活用いただけるよう 

ガンバるっち！！ 

とても参考になりますっち… 

す
ば
ら
し
い
���� 

たくマガ広報大使「たくっち」 

期間　　令和元年９月25日（水）～ 10月31日（木）〔37日間〕  
対象　　会員・従業者・たくっちマガジンを閲読する一般消費者
方法　　大阪宅建Web内アンケートフォーム / 会員事務所あてFAX / 支部評議員会等
回答　　161名（Web：35名 / FAX：79名 / 支部：47名）
備考　　記名回答者の中から、抽選で10名にクオカード500円券をプレゼント（発送済み）

毎号読んでいる 93名 （57.8％）
気になる記事がある時のみ読む 55名 （34.2％）
今回はじめて読んだ 4名　（2.5％）
読んでいない 9名　（5.6％）

☆あなたは

を読んで
いますか？

毎号読んでいた 79名 （50.6％）
気になる記事がある時のみ読む　 61名 （39.1％）
本年度入会した 4名　（2.6％）
読んでいなかった 12名  （7.7％）

　 昨年度まで発行の広報誌「TOMORROW OSAKA」は
　 お読みいただいていましたか？

ちなみに！

読む理由
判例やQ＆Aが業務の参考になる
協会の活動に理解を深めたい
上司の勧めで・社内回覧している

読まない理由
多忙で読む余裕がない
読む必要性を感じない
存在を知らなかった

目指せ
スキルアップ

活用いただけるよう
ガンバるっち‼

「たくっち」…と「たくっち」…と ５年前までの広報誌が
読めるっち♬

キーワードで検索も♪

実務に役立つ記事が
多いっち☆
皆さんとても
勉強熱心っち！！！

す
ば
ら
し
い

☆関心をお持ちの記事 BEST5

☆今後取り上げてほしいテーマ、ご意見など

第１位　「たくっちの実務ノート　最近の判例から」 （96名）
第２位　「たくっちの実務ノート　不動産Q&A」 （84名）
第３位　「各種研修会・セミナーのご案内」 （57名）
第４位　「特集　不動産コラム」 （47名）
第５位　「特集　O・O・SA・KAタウン情報」 （44名）

とても参考になりますっち…（ぺこり）

改正民法特集／トラブル紛争事例と解決法／不動産を所有するメリット／判例の紹介と解説／税制解説
地域情報・街づくりの情報／会員サークルの紹介／物件調査の方法／不動産売買動向／高齢化に伴う不動産
事情の変化／異業種ビジネスの成功例／業務に役立つスマホアプリの紹介／業界における電子マネー活用法

  名探偵たくっちの謎が難しくなってきて楽しい
  たくっちの実務ノートをスクラップして勉強しています！
  カラーになって読みやすくなった

～皆さまからいただいたご意見、ご要望をより良い広報誌づくりに活かしてまいります！～
たくマガ広報大使「たくっち」

������������������������

4

事情の変化／異業種ビジネスの成功例／業務に役立つスマホアプリの紹介／業界における電子マネー活用法

～
「たくっち」
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年頭のごあいさつ
一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会

 会　長　　阪 井　 一 仁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　新年あけましておめでとうございます。

　皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　平素は、本協会の諸活動に対し格段のご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　昨年の大阪は、新時代「令和」の 開けにふさわしく、6月にはG20大阪サミット、7月には

令和第1号となる“百舌鳥・古市古墳群”の世界文化遺産登録、秋には日本中が熱気と希望に

包まれたラグビーワールドカップと、世界経済及び文化の舞台として、国内外にその存在感を

々しく示しました。

　このような中、国内景気は10月に施行された消費税率引上げの影響が多少見られたものの、

再び回復軌道に復帰し、緩やかな成長が続く見通しとなっており、不動産業界においては、

本年度税制改正要望が全て認められ、低未利用地の長期譲渡所得の100万円控除の創設をはじ

め、10年超の長期保有土地の買換特例等の各種延長が決定したことは、業界全体の課題である

空き家の利活用促進やまちの魅力向上に資する、喜ばしいニュースとなりました。

　いよいよ本年に改正施行となる民法債権法及び国土交通省策定「不動産業ビジョン2030」の

実現に対応していくため、私たち宅建業者にはプロフェッショナルとして、地域が抱える課題

解決や安心・安全な不動産取引を牽引する役割が求められています。

　そこで、大阪宅建は従来の管理団体の殻を打ち破り、会員支援団体として協会組織の結束と

財政基盤の強化に努め、私たちのビジョンである、人・すまい・地域をつなぐ懸け橋になる

ことを推進するべく、ボランタリーチェーン「TAKTAS.」をスタートさせ、会員業務支援を

積極的に展開して参ります。

　今後も、魅力あふれる大阪宅建協会を築きあげるため、さらに会員の皆さまの“ご理解”と

“共感”をもって、協会事業を推進して参る所存です。

　むすびに、皆さまのより一層のご支援とご協力をお願い申し上げるとともに、皆さまにとって

飛躍の年となり、益々のご繁栄とご健勝をお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせていた

だきます。

5
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年頭のごあいさつ

大阪府知事　　吉 村　 洋 文

　新年あけましておめでとうございます。

　皆様には、日頃から宅地建物取引業の振興を通じ、大阪府政の推進に格別のご理解とご協力

を賜り、厚くお礼申し上げます。

　昨年４月の知事就任以降、大阪市長としての経験も活かし、成長をさらに加速させるととも

に、大阪の成長が府民の皆さまの豊かさにつながるよう、府政を前に進めてきました。昨年は、

G20大阪サミットの成功や、百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を通じ、世界の中で大阪の存

在感を示す基盤が整いました。

　東京オリンピック・パラリンピックが開催される今年は、大阪にとっても未来を決めるター

ニングポイントです。日本の将来に大きなインパクトを与える2025年大阪・関西万博や統合

型リゾート（IR）の準備に万全を期さなければなりません。2025年万博を、世界中の人が く、

未来社会を先取りしワクワクする万博にするために、地元パビリオンの出展などの準備を本格

化させます。

　万博のテーマである「いのち輝く未来社会」は、「誰ひとり取り残さない持続可能な世界の実

現」をめざす、まさにSDGsが達成された社会です。世界の先頭に立って、SDGsに貢献する先

進都市をめざします。「持続可能な世界の実現」のためには、その基盤となる安全・安心の確保

が不可欠です。

　近年、地球温暖化といった気候変動の影響により、災害が激甚化しており、昨年も度重なる

台風などにより、全国で大きな被害が発生しました。いつ起こるか分からない災害に備え、着

実にハード対策を進めるなど、災害対応力を高めてまいります。

　2025年、そして、その先の将来に向けて、「世界の中で躍動し、成長し続ける大阪」の実現

をめざしてまいります。皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいたします。

　結びに、一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会並びに公益社団法人全国宅地建物取引業保

証協会大阪本部の今後ますますのご発展と、本年が皆さまにとって実りあるすばらしい年とな

りますようお祈りいたします。
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     令和元年度　第3回不動産業務研修会

この研修会は会員の更なる資質向上のために行う、大阪宅建協会研修規程に定められた
受講義務のある実務研修会です。

研 修 会 形 式  ：  Web研修　（Web動画配信による研修会）　【全体約170分】

 【研修の目的】      
いよいよ4月から民法が一部改正施行されますが、
改正点には不動産取引に影響のある内容も含まれて
います。改正民法に対応した全宅連版売買契約書を
基に売買物件の取引における実務上の留意点を説明
いたします。

①全宅連版売買契約書改訂の概要 （約18分）
　・全宅連版売買契約書とは
　・主な契約書改訂のポイント
　・手付解除
　・危険負担
②契約違反による解除・損害賠償 （約20分）
③契約不適合責任 （約33分）
④その他の契約書改訂点･新書式の使用時期 （約18分）
　契約不適合責任についてのＱ＆Ａ

【研修の目的】     
売買契約と同様に賃貸借契約にも改正民法の影響を
受ける部分があります。改正民法に対応した全宅連
版賃貸借契約書を基に賃貸借物件の取引における実
務上の留意点を説明いたします。
 

①全宅連版賃貸借契約書について （約15分）
　・敷金
②・契約期間中の修繕 （約13分）
③・物件が滅失した場合の取り扱い （約20分）
　・原状回復
④・債務の担保 （約13分）
⑤・特約条項･事業用賃貸借契約書の留意点 （約20分）
　・改正民法の適用及び改訂版契約書の利用開始時期

●動画視聴期間／ 令和２年２月３日（月）午前０時～３月６日（金）午後11時59分（※）
●受 講 方 法／大阪宅建協会Webサイト（http://www.osaka-takken.or.jp/）の会員専用ページより
　　　　　　　　Web研修サイトにログインして研修動画を視聴（確認テスト回答で受講完了）
●受 講 料／会員（正会員・準会員Ａ・準会員Ｂ・会員業者にお勤めの従業者）は無料

[ 主催 ] （一社）大阪府宅地建物取引業協会 
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

改正民法に対応した全宅連版
売買契約書の解説第１部　 改正民法に対応した全宅連版

賃貸借契約書の解説第２部　

※研修動画を視聴しないと確認テストへ進めません。（初回視聴時は早送り不可）
　期間を過ぎますと自動的に期間外画面になり、確認テストに回答できなくなります。
※研修期間終了間際は回線が混み合う可能性があります。
※パソコン故障やインターネット回線不具合による受講ミスのないように、余裕をもって受講完了して下さい。
※平成30年４月から、宅建業法違反会員に対する処分を審議する際に、不動産業務研修会欠席者は、処分を

加重することとなりました。具体的には、過去3年間に60％以上の受講率がない場合に処分を加重します。

インターネット環境のない会員・会員以外 ： 研修動画上映会へ出席（確認テスト有）
研修動画上映会申込書を所属支部にＦＡＸして下さい。

☆全宅連・全宅保証のWebサイトより研修動画を視聴されても受講履歴がつきません。
　必ず大阪宅建協会のWebサイトよりご視聴下さい。

全宅連・全宅保証のWebサイトより研修動画を視聴されても受講履歴がつきません。
必ず大阪宅建協会Webサイトよりご視聴下さい。
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※ご所属の支部にFAXしてください。ご受講いただけない場合のみ、所属支部からご連絡します。

研修動画上映会申込書

希望日と理由に○をつけて下さい。 ２月20日（木） ３月３日（火）

 所属支部

 商号または名称

 出席者

 （区　分）　    正会員   ・   準Ａ   ・   準Ｂ   ・   従業員

 TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

会員ページ用のユーザー名とパスワードが必要です。
(わからない場合は所属支部へお問い合わせください)

〔会員専用ページへ〕
①トップページ右上の“会員ページはこちら”ボタンを押す。
②ユーザー名とパスワードを入力してOKボタンを押す。

 
 

〔Web研修サイトへ〕
①会員のページの“Web研修サイト”のボタンを押す。
②Web研修サイトでは、受講する人の選択が必要です。
　正会員、準会員A、準会員B、その他従業員の中で該当
するものを選択して“ログイン”ボタンを押してください。
　（研修受講者区分がわからない場合は、所属支部へお問
い合わせください）

※画面のレイアウトは変わる場合があります。

理 由 〔 インターネット環境なし・パソコン等故障・業務上の都合・その他（   　　　　　　　　　）〕

研修動画上映会

Web研修受講方法

研修動画上映会

Web研修受講方法

日時：令和２年２月20日（木）・ ３月３日（火）
　　　　13：30 ～ 16：45　終了予定 （13：00 ～受付）
会場：大阪府宅建会館　２階大会議室（大阪市中央区船越町２－２－１）
内容：①Web研修についての説明　　②研修動画上映　　③確認テストとアンケート記入
定員：各日100名
　　　※上映会の日程でご都合が合わない場合は本部までご相談ください。

大阪宅建協会Webサイト　http://www.osaka-takken.or.jp/
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不動産実務に直結する！業務フォローアップ講習
民法改正施行直前！

　いよいよ4月1日から民法が一部改正施行されますが、新民法への対応準備は
できていますか？　ご存知の通り、民法改正の影響を受けて不動産取引実務も
変わります。これまでに会員の方から寄せられた質問にお答えし、民法改正へ
の不安を解消いたします。また、参加者には全宅連発行の『民法改正に係る契約
書改訂ポイントガイドブック』を差し上げます。

日　時　令和２年３月16日（月）　
　　　　　　13：00 受付開始　
　　　　　　13：30 開演～15：20 終了予定
会　場　大阪府立労働センター エルおおさか
　　　　本館　２階エルシアター（ホール）
　　　　大阪市中央区北浜東3-14
主　催　（一社）大阪府宅地建物取引業協会
受講料　無料
講　師　顧問弁護士　岩本　洋氏

全宅連発行『民法改正に係る契約書改訂ポイントガイドブック』を進呈 ！

※下記受講申込書に必要事項を記入し、FAXにてお申込みください。（定員800名）
　１社で複数名の受講を希望する場合は申込書をコピーして一人一枚にてお申込みください。

受講申込書

商号

電話番号

氏名

FAX番号

●申込手続が完了しましたら、受付印を押印してＦＡＸで返信いたします。

当日は、受付印のある受講申込書を必ずご持参ください。（入場時に回収いたします。）

（受講申込書をお持ちでない場合はお待ち頂いたり入場をお断りする場合がございます。）

送付先ＦＡＸ番号　０６－６９４３－８２１１

民法改正による不動産取引実務への影響

受　付
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し な い！  さ せ な い！  許 さ な い！

　業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」と大阪府では、宅地建物取引における
あらゆる人権問題を解消していくため、「人権推進員」を養成しています。
　この講座では、宅地建物取引業に従事するすべての従業者を対象に、宅地建物取引業を行う
上で理解しておかなければならない人権問題や法令等について、分かりやすく解説しますので
ぜひご参加下さい。

「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」
大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」　など

※その他、詳しくは、大阪府の「宅地建物取引業とじんけん」のWebサイトをご覧下さい。
　＜ http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html ＞

本年度最終の講座です！！

○ 開催日時：2/6（木）  午後1時30分から午後5時00分まで（受付：午後１時～）

○ 会　　場：全日大阪会館（大阪市中央区谷町1－3－26）
　　　　　　　　　　　　　　～大阪メトロ谷町線『天満橋駅』３番出口より徒歩３分～

○ 受 講 料：無　料

  宅地建物取引業人権推進員「養成講座」

お申込み方法　

■ （一社）大阪府宅地建物取引業協会まで

　 お申し込み下さい。

　 お問い合わせ先：法務部　TEL : 06-6941-8197

講座内容に関するお問い合わせ先　

　大阪府住宅まちづくり部　建築振興課

　宅建業指導グル－プ：TEL 06-6210-9734

なくそう！住まいの差別

し な い！  さ せ な い！  許 さ な い！

その身元調査は必要ですか？？
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   苦情申出処理報告書・苦情解決申出処理集計表・相談受付件数

令和元年度(平成31年度）　苦情解決申出処理等に関する内訳 中央本部へ弁済移管済み案件の内
当年度　中央本部　審査結果分

①
前
月
末
未
解
決 

　
件
数

②
当
月
苦
情
解
決      

　
申
出
受
付
件
数

申出内容 ③
当
月
処
理
件
数

処理結果 当
月
中
央
本
部

審
査
件
数

審査結果
支
払
済
金
員
の

返
還
請
求
に
関

す
る
苦
情

会
員
に
対
す
る

支
払
減
額
請
求

に
関
す
る
苦
情

損
害
賠
償
に

関
す
る
苦
情

物
件
に

関
す
る
苦
情

会
員
か
ら
の

支
払
請
求
に

関
す
る
苦
情

そ
の
他

解
決

弁
済
移
管

弁
済
枠
無

撤
回

認
証
拒
否

認
証

認
証
金
額

4月 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5,830,000
5月 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月 6 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7月 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,630,000
8月 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9月 9 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
10月 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 8 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
計 11 6 1 2 2 0 0 6 2 1 0 3 3 1 2 7,460,000

※①＋②－③＝翌月①　※中央本部の審査件数は前年度以前に認証申出されたものを含む。

苦情申出処理　および　中央本部審査結果　報告書 苦情弁済委員会 　 令和元年11月30日現在

苦情解決申出処理案件内容集計表 令和元年11月30日現在

　項　　　　　目 内　　　　　　容 件　数 小　計

①支払済金員の
　返還請求に関する
　苦情

1　会員の履行遅滞、契約不履行、不完全履行  
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限を起因とする契約解除   
3　ローン不成立に関する契約解除
4　クーリング・オフによる解除
5　契約不成立、合意解除     
6　過払い金の返還請求
7　その他

3
0
0
0
0
0
0

3

②会員に対する
　支払・減額請求
　に関する苦情

1　売買代金・預り金等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行
2　瑕疵、数量、構造等による問題
3　その他

0
0
0

0

③損害賠償に
　関する苦情

1　契約解除に伴う手付倍返し、違約金等に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造に関する問題
3　会員の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に基づく損害賠償請求
4　抵当権抹消費用の支払請求
5　その他 

1
0
0
0
0

1

④物件に関する
　苦情

1　引渡等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造、施設に関する問題
3　抵当権の抹消請求 
4　その他 

0
2
0
0

2

⑤会員からの
　支払請求に
　関する苦情

1　解約による違約金・損害賠償等の請求に関する問題 
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限に関する問題 
3　手数料に関する問題
4　諸費用に関する問題
5　その他 

0
0
0
0
0

0

⑥その他 1　その他 0 0
合　　　　　　　　　　計 　　6

相
談
内
容
　
　

　　
　　   
　

①
業
者
に
関
す
る

　
相
談

②
契
約
に
関
す
る

　
相
談

③
物
件
に
関
す
る

　
相
談

④
報
酬
に
関
す
る

　
相
談

⑤
借
地
借
家
に

　
関
す
る
相
談

⑥
手
付
金
に
関
す
る

　
相
談

⑦
税
金
に
関
す
る

　
相
談

⑧
ロ
ー
ン
等
に

　
関
す
る
相
談

⑨
登
記
に
関
す
る

　
相
談

⑩
業
法
・
民
法
に

　
関
す
る
相
談

⑪
建
築（
建
基
法
含
）

　
に
関
す
る
相
談

⑫
価
格
等
に
関
す
る

　
相
談

⑬
国
土
法
・
都
計
法

　
等
に
関
す
る
相
談

⑭
そ
の
他 計

４月 0 （0） 57 （5） 4 （0） 8 （4） 63（13） 0 （0） 0 （0） 1 （0） 0 （0） 87（75） 1 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 221 （97）

５月 1 （0） 50 （5） 9 （1） 10 （4） 56（10） 1 （1） 5 （4） 1 （0） 1 （0） 83（65） 3 （1） 3 （0） 0 （0） 3 （1） 226 （92）

６月 0 （0） 37 （3） 12 （2） 11 （6） 58 （9） 2 （1） 4 （4） 1 （0） 2 （0） 114（92） 1 （1） 0 （0） 0 （0） 1 （0） 243（118）

７月 1 （0） 55 （8） 3 （1） 12 （5） 62（10） 2 （2） 4 （2） 2 （0） 1 （0） 101（88） 5 （2） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 248（118）

８月 0 （0） 28 （2） 1 （0） 9 （5） 35 （4） 3 （3） 3 （3） 0 （0） 0 （0） 82（66） 2 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 163 （83）

９月 0 （0） 47 （4） 6 （0） 10 （5） 57（12） 2 （2） 6 （5） 2 （0） 0 （0） 93（83） 4 （1） 3 （0） 0 （0） 2 （1） 232（113）

10月 0 （0） 36 （1） 11 （1） 11 （7） 72 （9） 2 （1） 5 （4） 3 （0） 2 （0） 115（95） 4 （0） 1 （0） 0 （0） 3 （2） 265（120）

11月 1 （0） 49 （4） 7 （0） 11 （6） 66（10） 3 （3） 1 （1） 3 （1） 2 （0） 101（83） 7 （2） 0 （0） 0 （0） 1 （0） 252（110）

計 3 （0） 359（32） 53 （5） 82（42） 469（77） 15（13） 28（23） 13 （1） 8 （0） 776 （647） 27 （7） 7 （0） 0 （0） 10 （4） 1,850 （851）

割合（％） 0.2 0 19.4 3.8 2.9 0.6 4.4 4.9 25.4 9.0 0.8 1.5 1.5 2.7 0.7 0.1 0.4 0 41.9 76.0 1.5 0.8 0.4 0 0 0 0.5 0.5 100 46.0 

宅建業者相談件数851件（1,850件の内  46.0％）

令和元年度　本部相談受付件数 （　　）内は会員からの問合せ件数　　相談所運営委員会　　　令和元年11月30日現在
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

新入会員（2019年11月度）　
支　部 商　号 氏　名 事務所所在地 電話番号 免許番号

新大阪 ＦＣＳ不動産鑑定㈱ 米 倉　 誠 人 淀川区宮原4-4-63　 06-6335-7751 ①61370

北

㈱Ｄｅａｒ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 山 中 　 純 福島区大開1-5-29 06-6125-5955 ①61386

エステートプラン㈱ 阪 本　 達 人 北区長柄西1-5-1-113 06-6356-1145 ①61418

令和コーポレーション㈱ 川 端　 正 英 北区西天満4-15-18 06-4309-6333 ①61424

中央

㈱日ビル企画 塩 谷　 好 郎 中央区南新町2-3-7 06-4397-3311 ①61361

㈱たくみ設計コンサルタント 平 野 　 伸 中央区東平2-3-9 06-4304-7177 ①61423

㈱T-TOP 村 田　 達 也 中央区博労町3-5-1　御堂筋グランタワー 18F 06-6120-1133 ①61432

大富不動産㈱ 大 野　 宏 志 中央区東心斎橋1-3-5 06-4256-1838 ①61419

ＮＳプロダクト㈱ 田 　 登 中央区本町4-5-16 06-6265-8156 ①61457

㈱Sunshine　Property 栗 原　 裕 貴 中央区南久宝寺町3-3-14 06-6467-4988 ①61442

西 カンユウ興産㈱ 佐々木　明比古 西区西本町1-8-2 06-6535-1800 ①61400

なにわ南 ㈱匠建不動産 山 方 　 奨 住吉区我孫子2-9-1 06-6691-1556 ①61452

なにわ京阪 泰山建設㈱ 春 山　 修 一 郎 守口市南寺方南通2-11-18 06-6996-9677 ①61345

なにわ東 ㈱Ｇ．Ｂエステート 合 田　 寛 明 生野区生野西2-1-33 06-6731-8556 ①61429

北大阪

AKプランニング 岡 崎　 倉 土 吹田市山田北9-8-601 06-6876-7289 ①61408

ブランブル　エステート　至信 髙 橋　 博 之 茨木市本町1-6　カネハラビル2F-A 072-665-5130 ①61439

㈱ハウス・ビリーブ 米 岡　 義 信 摂津市香露園30-17 072-637-1210 ①61447

東大阪八尾

㈱フウキ建設 廣 岡　 貴 富 八尾市東山本新町4-4-20 072-968-8000 ①61402

㈱システムコーポレーション 粟 村　 文 惠 八尾市高美町5-3-1 072-926-4619 ①61441

㈱コスモ 高 島　 佳 愛 東大阪市横沼町2-5-14 06-6726-5000 ①61427

南大阪 ニューバレーホールディングス㈱ 新 谷 　 剛 富田林市中野町2-540-1 0721-23-1137 ①61464

堺市

よつば不動産㈱ 岩 本　 武 久 堺市北区黒土町69-2　サカイチ黒土ビル302号 072-253-6880 ①61435

泉北資産マネジメント㈱ 近 藤　 良 紀 堺市南区庭代台3-9-21 072-294-8537 ①61428

㈱核 川 本　 英 樹 堺市北区南花田町56-8 072-283-3417 ①61369

泉州 いずみの農業協同組合 谷 口　 敏 信 岸和田市別所町3-13-20 072-439-2387 ①59292

2019年11月末現在の会員数は　正会員　8,045名　準A　668名　準B　4,914名 
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   判例解説と実務上のポイント  ～ たくっちの実務ノート ～

事 実 関 係
　令和２年４月24日、当社は、賃貸住宅への入居を希望するＸから、物件についての問
い合わせを受けました。
　当社担当者は、賃貸人Ａが所有するＡ物件ほかの案内をし、入居申込書をＸに手渡し
ました。

　Ｘは４月28日頃、入居申込書に契約者等を記入して当社に提出するとともに、Ａ物件を賃借するか否
かを正式に決定するために、「再度内覧させて欲しい」と当社にメールをしました。
　当社担当者は、「こちらで一番手の手続きをさせていただきます。ほかの方に物件が流れることはあり
ませんので、ご安心ください。」と返信しました。

　５月６日、Ｘは、妻子とともにＡ物件を内覧したうえで、契約する意思を固め、５月
８日に申込みの意思を当社に連絡してきました。当社の担当者はＡの承諾を得たので、
契約日の日程調整をしたうえで、５月10日に、Ｘに対し、“契約締結日を５月20日とする”
旨の連絡をしました。

　その後、当社担当者は、５月11日にはＸの勤務先に連絡をして在籍確認をすませました。

　当社としては、これから、賃料額等を記載した賃貸借明細書（借主用）をＸに交付する予定です。上記
明細書には、“５月18日までに賃料額等のほか、当社の媒介報酬15万円（賃料１か月分相当額）及び消費
税等の合計額を当社指定の口座に送金”するよう記載しています。
　また、当社は、契約締結日（５月20日）には、Ｘに「上記申込みが成立したときは、
仲介手数料として賃料の１か月分並びに別途消費税及び地方消費税相当額を支払い
ます。」と記載された賃貸住宅入居申込書に署名押印をしてもらう予定です。

賃貸住宅の賃貸借契約の媒介報酬として、借主から家賃１か月分
相当の媒介手数料を受領できるのは、どのような場合か。

　家賃半月分相当額を超える媒介手数料につき媒介業者に返還を命じた判決が出され
た（令和元年８月７日東京地裁判決・TKCローライブラリー　東京高裁でその後確
定）。賃貸住宅の賃貸借契約の媒介報酬として、借主から家賃１か月分相当の媒介手
数料を受領できるのは、どのような場合か。

磯野・岩本・住原法律事務所　　弁護士　岩本　洋　氏
（大阪宅建協会顧問弁護士）
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①　媒介手数料は原則として家賃半月分となっていますが、どのような場合で
あれば、１か月分を受領してもいいのでしょうか。

②　契約締結前に家賃等を振り込んでもらう際に、併せて媒介手数料も振り込
んでもらってもいいのでしょうか。

Question

Answer

結　　論
①について　　遅くとも、依頼者から媒介の申込みを受ける時点で、半月分を超え

る媒介報酬を受領することについて承諾を得ておく必要があります。

　　　　　　　また、賃借人から１か月分の媒介報酬を受領する場合には、賃貸人
から媒介報酬を得ることはできません。 

②について　　賃貸借契約成立前に媒介手数料を受領することはできません。

理 由 と 解 説
①について
　報酬告示第４の前段によれば、建物の賃借の媒介に関し、宅建業者が依頼者の双方から受領できる報
酬の額の合計額は、賃料の１か月分に相当する金額以内とされています。

　さらに、報酬告示第４の後段によれば、居住用建物の賃貸借契約の媒介報酬は、「当該媒介の依頼を受
けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合」を除き、賃料の１か月分の0.5倍（消費税別途）に相当
する金額以内とされています。

　したがって、Ｘから、「媒介の依頼を受けるに当たって」承諾を得ている場合には、賃料の１か月分相
当の媒介手数料を受領することができますが、受領できる媒介手数料は、ＸとＡと併せて１か月分相当
が上限額ですから、Ｘから１か月分相当額の媒介手数料を受領する場合には、Ａからは媒介手数料を受
領できません。
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　 次に、「媒介の依頼を受けるに当たって」とは、“依頼者が宅建業者に対し媒介を依頼し（媒介の申込
み）、これを宅建業者が引き受ける（承諾する）のに先立って”という意味です。

　依頼者が当該宅建業者に依頼するか否かを判断するために必要な情報ですから、申込みの時点で依頼
者の承諾が必要なのです。ガイドラインにおいても、“依頼後に承諾を得たとしても、告示第４後段に規
定する「媒介の依頼を受けるに当たって」の承諾とはいえない”とされています。

　どの時点で媒介の申込みがあったといえるかについて、上記と同様の事案についての東京地裁は、契
約の日程調整ができた５月10日に媒介契約が成立したとしているため、Ｘの５月８日の連絡をもって媒
介契約の申込みとしているものと解されますが、媒介行為には、賃借希望者が宅建業者に対し賃貸物件
の探索を依頼し、宅建業者がこれを引き受けることも含まれることに照らせば、４月28日に、Ｘが入居
申込書を提出し、再度の内覧を求めた行為は、媒介の申込みと評価される可能性は大いにあると思料し
ます。

　また、承諾の内容として、単に媒介手数料が家賃１か月分であることへの承諾では足りません。これ
だけでは、例外的に、依頼者の一方から半月分を超過してひと月分の報酬を受領すること、つまり、“依
頼者の一方が媒介報酬の全額を支払い、他方の依頼者が支払わないことについて説明を受けて、理解し
て承諾した”ことにならないからです。

　双方併せて１か月分が上限であり、原則は半月分ずつを支払うところ、例外的に依頼者の一方から１
か月分を支払うことを理解したうえでの承諾が必要です。

　したがって、物件についての入居申込書を記載してもらう際に、上記の承諾を得ておく必要があります。

②について　
　媒介報酬は、賃貸借契約が成立したことに対する成功報酬ですから、契約書作成前に受領することは、
取引の公正を害する行為として宅建業法65条１項２号に該当して行政処分を受ける危険があり、現に処
分がなされています。

　なお、賃貸借契約は諾成契約ではありますが、上記事案では、重要事項説明も未了ですし、契約内容
を記載した書面を交付する業法上の義務（業法37条２項）を履行していませんので、賃貸借契約の成立を
主張することは自己矛盾を来します。

　従って、後日送金してもらうか、あるいは、契約締結日に現金を持参してもらい、契約締結後に支払
ってもらうようにしてください。
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　大阪宅建協会顧問弁護士　高木伸夫先生が、2019年12月19日ご逝去されました。
（享年82歳）
　高木先生は、1964年に弁護士登録をされ、55年間の弁護士活動に
勤しまれながら、紛議調停委員長及び人権擁護委員会副委員長等を
歴任されました。
　心から哀悼の意を表しますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

訃　報

参  照  条  文

■　宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
（昭和45年10月23日建設省告示第1552号）　　　最終改正　令和元年８月30日国土交通省告示第493号

　第４　貸借の媒介に関する報酬の額 
　宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額（当
該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。）の合計額は、当該宅地又は建物の借賃（当
該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当
該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。）の1月分の1.1倍に相当する金額以内とする。
　この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報
酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55
倍に相当する金額以内とする。

たくっちからひとこと

季節はもうすぐ春  春は賃貸不動産の取引が活発っち♪
会員の皆さん！不動産取引においてご不明な点や、実務に関するお問合せがありましたら、

“会員専用相談窓口” 〔TEL:0570-783-810 　月曜・金曜　10:00 ～ 11:30/13:00 ～ 15:30〕
“たくっちのWeb相談室”（大阪宅建Web会員のページ内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→ 右記バナーが目印

“会員限定　弁護士による無料相談”（以下参照）などを活用してほしいっち♪
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大阪宅建協会主催・協賛のスポーツ大会　観戦者募集

　大阪宅建協会では、地域コミュニティーの活性化による安心・安全なまちづくりを目指すため、
地域に根差したスポーツ大会の主催や協賛を行っております。

　前年度に引き続き、令和２年２月11日（祝・火）には、大阪宅建協会と大阪市スポーツ少年団バ
レーボール専門部で共催する「第2回たくっちカップ大阪府バレーボール大会」を、３月14日（土）
には高槻市サッカー連盟が主催し、大阪宅建協会北大阪支部・本部が協賛する「2020たくっち
Cup争奪戦北大阪少年サッカー大会」をそれぞれ開催いたします。

応援団長たくっちといっしょに熱い声援を！！応援団長たくっちといっしょに熱い声援を！！

　子どもたちが競技を通じてスポーツの素晴らしさやマナーを守る大切さを学び、思いやりの心
と健やかな体が育まれるとともに、参加者・応援者が一体となって地域での交流を深めることに
よって、コミュニティーの活性化が促進され、安心・安全なまちづくりの実現が期待されます。

　会場では、子供たちが大人顔負けに活躍する姿、また胸躍るプレーも観戦することができます。
　たくっちも応援団長として駆けつけますので、会員の皆さまも是非足をお運びください。
　両会場とも、入場料は無料です。（※別途、駐車料金等が発生する場合がございます。）

みんな☆がんばってっち～！
きっとオリンピックも
夢じゃないっち♪

応援団長たくっち
（写真は前回大会までに撮影されたものです）
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プレゼント

名探偵たくっち

（一社）大阪府宅地建物取引業協会 「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462　Eメール：info@osaka-takken.or.jp
2020年2月21日（金）到着分まで有効とし、商品の発送をもって
当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

正解者の中から抽選で５名様に、粗品をプレゼントします。クイズの解答・会社名・氏名・
郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはＥメールで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会　社　名

Eメールはこちら

懸賞
付き！

Vol.9

Q. ルールにしたがってすべての空きマスに数字を埋め、色マスに入った数字の合計
を答えてください。

1 7 4 8 6 2
4 7 1 5 8

8 6 7
2 9 4 3

3 2 4 1
1 9 7 2

6 2 1 3 5 4
4

5 1 2 7 6

（１）タテ列（９列）、ヨコ列（９列）のそれぞれの列の中に
１～９の数字が必ず一つずつ入ります。

（２）３×３マスの太線で囲まれたすべてのブロック（９個）に
１～９の数字が必ず一つずつ入ります。

7 3 9 8 4 2 5 7 3 9 1 8 6 4 2 5
5 6 4 3 7 1 9 5 8 6 4 2 3 7 1 9
4 2 1 5 3 4 2 1 7 5 9 3 8 6

6 5 7 9 2 6 8 5 4 7 1 9 3
3 4 5 2 1 6 7 8 3 4 5 2 9 1 6 7 8

9 3 8 4 1 9 7 3 6 8 5 4 2
2 1 9 3 4 6 7 2 8 1 5 9 3 4

9 1 4 6 2 8 7 9 1 4 6 3 2 8 5 7
8 5 3 7 2 6 1 8 5 3 9 7 4 2 6 1

【ルール】

【例題】

解答
Ａ
前回の答え

Ａ B C D

ス ケ ー ト＋ ＝

観 戦 案 内

　第２回たくっちカップ大阪府バレーボール大会
　日　時：令和２年２月11日（祝・火）　９時30分～ 18時00分（予定）
　会　場：おおきにアリーナ舞洲　大阪市此花区北港緑地2-2-15
　交　通：JRゆめ咲線「桜島駅」よりバス15分、「おおきにアリーナ舞洲前」下車
　　　　　JR大阪環状線「西九条駅」よりバス35分、「舞洲中央」下車
　　　　　大阪メトロ中央線「コスモスクエア駅」よりバス20分、「おおきにアリーナ舞洲前」下車

　問合せ：大阪宅建協会 企画事業部（担当：花
はな

立
たて

）　TEL・06-6809-4461

　2020たくっちＣｕｐ争奪戦北大阪少年サッカー大会
　日　時：令和２年３月14日（土）　９時00分～ 16時00分（予定）
　会　場：〈メイン会場〉高槻市立総合スポーツセンター内陸上競技場　高槻市芝生町4-1-1
　　　　　〈サ ブ 会 場〉青少年運動広場・牧田運動広場
　交　通：「JR高槻駅南」・「阪急高槻駅」よりバス15分、「芝生西口」下車〈メイン会場〉
　問合せ：大阪宅建協会 北大阪支部事務局　TEL・072-691-8600
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　一般財団法人 大阪府宅地建物取引士センターでは、宅地建物取引士から広く消費者の方々を対象に、「講演会」
が開催されています。
　今回は第28回目として、「民法(物権法)・不動産登記法改正の動向 －所有者不明土地の利活用の円滑化等につ
いて：宅建業者の立場から－」をテーマに下記のとおり開催されますので、奮ってご参加ください。

◆　受　講　料　無　料
◆　定　　員　200名（申込先着順）
◆　申　込　先　一般財団法人 大阪府宅地建物取引士センター
　　　　　　　〒540-0036　大阪市中央区船越町２－２－１　大阪府宅建会館３階
　　　　　　　TEL 06－6940－0641　　FAX 06－6944－0267
◆　申込方法　下記の受講申込書に必要事項を記入の上、郵送又はFAXでお申込みください。
　　　　　　　＊郵送又はFAXでの受信をもって受付とし、受講票は送付されませんので、当日会場に直接

お越しください。
　　　　　　　　ただし、定員に達している場合は連絡があります。
　　　　　　　　当日、受付にて、出席の方のお名前を確認いたします。

切り取り線

第28回　講演会　受講申込書　（3/9開催）

（氏
ふりがな

名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（取引士登録番号）　　第　　　　　　　号

（住所）　〒

（TEL・FAX・E-メールアドレス）

（勤務先名）

（所在地）　〒

（TEL・FAX・E-メールアドレス）

※ご記入いただいた申込書の内容は当センターが保管し、申込状況等の統計データ及び今後の開催案内に利用させていただく
場合がありますので、ご了承ください。

※講演会場で、これまでに開催した講演会の内容を取りまとめた
「講演録」(税込500円)を販売いたします。

日　時：令和２年３月９日（月）  午後２時00分～午後３時30分
会　場：TWIN21（ツイン21）MIDタワー  20階
　　　　大阪市中央区城見２－１－61　︵ｈｔｔｐ：⊘⊘ｗｗｗ．ｔｗｉｎ₂₁．ｊｐ⊘︶
　　　　ＪＲ環状線・東西線「京橋駅」西口改札から徒歩約６分
　　　　　（「大阪城京橋プロムナード（連絡通路）」を通り抜けます。）
　　　　京阪本線「京橋駅」片町口改札から徒歩約８分
　　　　　（「大阪城京橋プロムナード（連絡通路）」を通り抜けます。）
　　　　大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」４号出口から徒歩約４分

講　師：弁護士　住　原　秀　一  氏　（大阪弁護士会所属）

民法(物権法)・不動産登記法改正の動向
－所有者不明土地の利活用の円滑化等について：宅建業者の立場から－

   宅建取引士センター主催　講演会開催   宅建取引士センター主催　講演会開催
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【重要】Windows Vistaの接続遮断について(2020年３月中に実施予定)

　「Windows Vista」は、2017年4月にMicrosoft社のサポートが終了しており、セキュリティのリスクやコン
ピュータウイルスの被害を受ける可能性が非常に高まっています。

　システム全体の安全確保のため、2020年3月中を目途に「Windows Vista」端末から近畿レインズIP型システ
ムへの接続を遮断いたします。
　詳細な日程は、決定次第、近畿レインズWebサイトにてお知らせいたします。

http://www.member.kinkireins.or.jp/system_info/

　現在「Windows Vista」端末から近畿レインズIP型システムをご利用されている方は、
速やかに最新の環境へ移行してください。

レインズシステムは会員の共有する財産です。
安全確保のためご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

   不動産流通関連サイトのお知らせ

   大阪をひとめぐり  どこっち？ たくっち！   

　令和元年12月１日（日）、第９回大阪マラソンが開催され、約３万
2000人のランナー達がスタート地点の大阪府庁から、ゴールの大阪
城を目指して大阪市内を疾走しました。
　今回から大阪の観光名所を巡る新しいコースが設定され、30キロ
地点を過ぎたあたりに位置するなにわ東支部では、沿道の応援者にド
リンクを振る舞いながら、共に熱い声援を贈ります。
　たくっちも羽根をパ
タパタ広げて、ここ一
番の頑張りどころのラ
ンナー達をお出迎え！
ハイタッチを交わして
応援しました。

2020年３月中に「Windows Vista」端末から
近畿レインズIP型システムを利用できなくなります。

大阪マラソンでランナーを応援
 inなにわ東支部

ボクの翼で追い風をおこすっち♪ 「たくっち～！」『ハイタッチっち☆』
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貴社商圏内の生の不動産の動きを
リアルタイム配信︕地域すべての動きを把握︕

相続や差押えなど、
確度の高いターゲット情報が毎月増大︕

POINT1

POINT3

POINT2

POINT4

動きのあった

不動産登記情報把握ツール！

過去 1 年間の登記の動きを簡単検索

業界初、GIS 特許取得

ボタン一つで、謄本取得・データ化

きめ細やかなアフターフォロー

●活用フォロー
定期的に巡回・ご連絡をさせていただきます。
お客様の活用に関するお悩みも解決いたします。
●DM 制作のお手伝い
全国各地の成功されているお客様の事例を基に、
DM 制作のご相談も承ります。
●クレーム対応
お客様では対応しきれないハードクレームがあった際には、
弊社で対応させていただきます。

弊社の安心安全なデータは、おかげさまで、
提供開始から約 1,000 店舗以上のお客様に導入
いただき、継続的にご活用いただき大変ご好評を
いただいております。

簡単操作で検索可能︕︕

貴社商圏内の実際のデータを見てみませんか︖
30 分無料体験トライアル実施中︕

まずは、デモンストレーション画面にて、圧倒的パフォーマンスをご体験ください︕

不動産情報サービス・登記情報コンサルティングのプロフェッショナル

株式会社 JON

エクセルデータ

謄本

パソコンから
ボタン一つで発注︕

GIS(地図情報システム）特許登録済み

不動産登記情報の検索等に関する特許を取得しました。

登録日：平成 25 年 1 月 11 日　特許第 5173631 号

検索JON 相続

TEL 06-6360-7202   FAX 06-6948-8881   E-MAIL jon-web_info@jon.co.jp
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 5 丁目 1－9　新日本曽根崎ビル 4 階 3C

▶初期登録費用　30,000 円（税別）を半額の 15,000 円（税別）に
▶月額利用料金を利用期間内 10％引きにてご提供させていただきます︕

宅建協会会員様 限定 特別価格
例）守口市 22,000 円（税別）/ 月から

2,200 円引き︕︕

お客様をサポートする４つのサービス

お問い合わせは、お電話・メール・別添チラシのアンケート用紙より承ります！
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新規代理店様を募集しています！  是非ご連絡ください。

8,000社
の代理店！

近畿・名古屋市内を中心に
エリアトップクラスの代理
店様にご利用いただ
いています。

7種類のコース

業界トップクラスの商品ライ
ンナップで、お客様ごとに
自由にコースを選択で
きます。

30％の代理店様
事務手数料！

業界最大級の事務手数料で、
代理店様の売上に貢献し
ます！

3営業日
後の代位弁済と、

最短30分の
審査スピード

業界トップクラスのスピード
の代位弁済と審査回答を
実現しています。

15年目の
実績と安心

業界トップクラスの
ノウハウと実績があります。

近畿保証サービスが
選ばれるには
理由があります。

あ
な
た
の
ニ
ー
ズ
に

　
　

お
応
え
し
ま
す
。

あ
な
た
の
ニ
ー
ズ
に

　
　

お
応
え
し
ま
す
。

代位弁済の
作業が面倒くさい。

法改正に向けて何を
準備すればいいの？

保証もつけたいし、
入居後にトラブルが
あるのもこわい。

入居者の支払い結果に関わらず、
概算払いで、家賃の１００％が入金されます！
※インサイト利用時

充実の弁護士団が徹底サポート！
講演会・勉強会などを随時開催。
明渡訴訟時のサポートも行います。

お客様ごとに柔軟な審査を心がけています。
また電話による本人確認と意思確認を行うことで
高品質な審査を実現しています。

家賃債務保証業 登録番号 国土交通大臣（1）3 号

選ばれ続けて

 No.1！
選ばれ続けて

 No.1！

（株）大阪宅建サポートセンター（株）大阪宅建サポートセンター
提携事業



今 年 度 の 実 績

 
51.5%

 
48.5% ５１．５％

詳細は、今月号同封のリーフレットをご覧ください！

（宅建試験の一般合格率：17.0％）

充実のフォロー体制

わかりやすい教材・授業

安心の会員価格

講義を欠席されても、時間・場所を問わず、Web講座を受講頂けます。

講座終了時のアンケートで７割を超える受講生が「わかりやすい」と回答！

受講料・テキスト代・模試3回・Web講義、全部込みの会員特別価格！

ご受講のメリット

宅建取引士試験対策講座
20２０年度

受講生募集

合否調査にご協力頂いた受講生の合格率は、

下 帯 部 分

大阪宅建主催

PCからは

協会ＨＰに簡単アクセス

検索大阪宅建協会
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人・すまい・地域をつなぐ懸け橋

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
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january february

水都・大阪八百八橋

　 令和2年　年頭のごあいさつ
　 第3回　不動産業務研修会
　 業務フォローアップ講習　民法改正による不動産取引実務への影響
　 判例解説と実務上のポイント　～たくっちの実務ノート～

「所有者不明の土地」の減少を目指して　
土地相続登記が義務化へ
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